
11月16日第５回の交渉が決裂し、翌日17日

から赤旗・腕章闘争。午後から半日ストライ

キを実施したなか、その後19日、22日の２日

間に渡り窓口交渉を行い、22日の夕方会社か

ら誠意ある回答がなされ合意。24日第６回団

体交渉は朝８時から行われ妥結しました。

妥結の報告を受けた各支部からは、「執行

部の皆さん、そして組合員の皆さん粘り強い

交渉で６５歳定年おめでとうございます。大

変お疲れ様でした。」など多くのメッセージ

が寄せられました。

成島支部長は「各支部にご心配をおかけし、

また、応援して頂き感謝を申し上げます」と

挨拶しました。

妥結内容は以下の通りです。

第１項 定年延長

・定年を60歳から65歳に引き上げ。

・60歳から64歳までの賃金については、本給昇給額を3割減

とする賃金テーブル表を適用。ただし、勤続25年以上の

者については、減額せずその時点の本給を64歳まで適用。

・60歳から64歳までの一時金については、勤続8年平均支給

額の93.8%を乗じた額。

・退職金については、満65歳で支給。満65歳までは勤続年

数を加算。ただし本給、支給 乗率の改定は行わない。

退職金基礎額改定

・令和6年1月の定期昇給時において、本給の3%（完全受給

者31名、平均2,525円）改定。

年末一時金

・技能及び学科担当指導員と技能検定員の完全受給資格者

（31名）の勤続8年平均支給額 は631,000円。

古瀬本部書記次長（支部書

記長）は、八王子中央支部が

長年自教労働運動に取り組み

仲間と団結し、東自教の統一

要求を前進させたことに対し

て率直に喜びを分かち合いた

いと述べました。


